
令和７年度 第３回木津川市行財政改革推進委員会 

会 議 次 第 

 

      日時：令和７年１１月１４日（金）午後２時～ 

                                    場所：木津川市役所５階 全員協議会室 

 

１．開  会 

 

２．議  事 

（１）令和７年度第２回外部評価 

 ①外部評価１「実現戦略１０ 職員の成長と活躍を支える組織体制の構築と人員配

置の最適化」 

 ②外部評価２「実現戦略１１ 部局横断による課題解決力と対応力の強化」 

３．その他 

 

４．閉  会 

  

＜配布資料＞ 

議事（１） 

 令和７年度「第４次行財政改革外部評価（第２回）」について 

 

①関係 

令和７年度外部評価 論点整理【実現戦略 10 職員の成長と活躍を支える組織体制の構築と人員配置の最適化 】 

追加資料① 第４次木津川市定員適正化計画 

追加資料② 各指標の実績・内訳、決算額に占める総人件費の割合 

 

②関係 

令和７年度外部評価 論点整理【実現戦略 11 部局横断による課題解決力と対応力の強化】 

 追加資料① 個別避難計画作成プロジェクトチーム 

 追加資料② 総合防災マップ 

 

 外部評価シート（実現戦略１０、１１） 
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令和７年度「第４次行財政改革外部評価（第２回）」について 

１．タイムスケジュール 

〇第２回外部評価【令和 7年 11月 14日（金）】 

項  目 担  当 予 定 時 間 

開 会・署名委員の指名 会 長 午後２時００分 ～ ２時０３分 

外部評価についての説明 事務局   ２時 0３分 ～ ２時０５分 

実現戦略１０「職員の成長と活躍

を支える組織体制の構築と人員

配置の最適化」 

担当課説明 
人事秘書課 

学研企画課 

  ２時０５分 ～ ２時１５分 

質疑応答 
  ２時１５分 ～ ２時５５分 

（最大 10分の延長） 

休 憩 

（担当課入れ替え、説明員準備） 
   ２時５５分 ～ ３時００分 

実現戦略１１「部局横断による課

題解決力と対応力の強化」 

担当課説明 
危機管理課 

学研企画課 

  ３時００分 ～ 3時１０分 

質疑応答 
  ３時１０分 ～ ３時５０分 

（最大 10分の延長） 

事務連絡・閉 会 
会 長 

事務局 
  ３時５０分 ～ ４時００分 

※ 審議の進捗状況により、時間帯が前後する場合があります。 

２．担当部局の出席者について 

実現戦略 10「職員の成長と活躍を支える組織体制の構築と人員配置の最適化」 

【担当課：人事秘書課、学研企画課】 

  出席者…髙橋市長室長、茅早企画戦略部長 

      人事秘書課 西釋課長、浅田主幹 

      学研企画課 西村企画戦略部次長（学研企画課長事務取扱）、藤木係長 

 

 実現戦略 11「部局横断による課題解決力と対応力の強化」 

【担当課：危機管理課、学研企画課】 

  出席者…小林危機管理監、茅早企画戦略部長 

      危機管理課 吉田課長 

      学研企画課 西村企画戦略部次長（学研企画課長事務取扱）、藤木係長
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３．所管課ヒアリングの流れ 

１項目あたりのヒアリング時間は約５０分（最大６０分）とし、時間中の進行につ

いては、概ね以下のとおりとする。 

 

 

○ 担当課職員が、取組みの要点や概要について説明 

⇒ 取組みの内容、実績、課題や今後の方向性、事前の論点・課題 

整理に対する見解（特に重要な点）、市の評価結果と理由 など 

 

 

 

 

○ 委員から説明者（市職員）に対する質疑 

○ 委員による議論 

⇒ 担当課が行った評価の判断の妥当性、取組みの改善点など 

 

 

 

 

〇 ヒアリング結果を受け、各自の評価・意見等のまとめ 

〇「外部評価シート」への記入、事務局への提出（概ね２週間目途） 

⇒ ４つの項目に対する評価、総合評価 など 

 

 

 

 

 

 

説    明 

（約 10 分） 

質疑・議論 

（約 40 分） 

評  価 

（後日提出） 

進行役（会長）からの合図を受けて、所管部長が出席者の紹介を行ったの

ち、説明員から「令和６年度実現戦略取組評価シート」や論点課題に係る

資料に基づき、簡潔に説明を行います。 

質疑・意見等がある場合は挙手いただき、進行役（会長）の許可を得てか

ら発言してください。 

残り時間５分前と終了時に事務局から合図（ベル）によりお知らせいたし

ます。（５分前・・・ベル１回、終了時・・・ベル３回） 

外部評価シートに沿って、「１．４つの項目に対する評価」、「２．最適化の

視点に対する評価」、最後に「総合評価（市が決定した評価に対する評価）」

をそれぞれ記入するとともに、取組において評価できる点や取組改善に向

けた提案、意見等についても併せて記入してください。 

委員会終了後、概ね２週間を目途に事務局まで原則、メールにて提出をお

願いします。 
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令和７年度外部評価 論点整理 

項目名：実現戦略１０「職員の成長と活躍を支える組織体制の構築と人員配置の最適化」 

（担当課：人事秘書課、学研企画課） 

論  点 

（１）組織体制 

（２）人員配置 

（３）女性活躍・多様な人材・多様な働き方 

（４）その他、実現戦略に関する事項 

 

（１）組織体制 

【こども未来部の設置】 

論点・課題等 担当課見解（学研企画課） 

本実現戦略の実施内容として「管理・監督者

等が職員の成長を支え、それぞれが持つ能力

を最大限に発揮しながら活躍できる組織体制

へと変革することで、組織力の強化を図る」

とあるが、令和７年４月の組織改編で新たに

設置したこども未来部について、どのような

職員の成長を意図しているのか。 

こども未来部は、総合戦略の基本目標「結婚、

出産、子育ての希望をかなえる」の実現に向

け、こどもから若者施策の庁内の司令塔として

設置したところです。この施策は、未来を見据

えた分野横断的な課題や取組が必要なことか

ら、こども未来部職員には、他部署をはじめ、

関係機関との調整力や、中長期的視点に立った

企画立案能力の向上を期待しています。 

 

【横型のプロジェクトチームのリーダー等の抜擢】 

論点・課題等 担当課見解（学研企画課） 

職員の成長と活躍を支えるには、そのための

場を提供する必要があるが、既存の縦型組織

では難しいため、横型のＰＴのリーダー、副

リーダーへの抜擢を検討されてはどうか。 

これまでから、特定の課題に対応するためのプ

ロジェクトチームやワーキンググループを必

要に応じて設置、またチームリーダーや副リー

ダーを配置しています。 

このような機会を通じて、職員が主体的に課題

解決に取り組み、更なるマネジメント力や調整

力を高めることで、将来的な組織運営を担う人

材の育成につながることを期待しています。 

 

【組織改編による課題】 

論点・課題等 担当課見解（学研企画課） 

組織改編を行う際にどのような課題があるの

か。また、その課題に対する対応はどのよう

に行っているのか。 

組織改編を行う際の主な課題としては、①所管

事務の整理や業務分担の明確化、②新旧組織間

の情報・ノウハウの引継ぎ、③職員の役割認識

や意識の統一、④関係部署や外部機関との調整

などが挙げられます。 

例年、組織体制の課題等について全部局長にヒ

アリングを行うなど、部局間での協議を行って
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います。 

 

（２）人員配置 

【人員配置の最適化】 

論点・課題等 担当課見解（人事秘書課） 

多くの職員が「人員はタダ」と思い込んでい

ることを是正する必要があるため、次の取組

みを検討されてはどうか。 

①人員を要求するためには、業務改革の余地

がないことを証明する行革査定を義務化 

②業務改革に消極的な既存組織には、人事配

置の際に発生してしまう欠員を割り当てて業

務改革を促進させ、数年後に常態化した欠員

を定数減に振替 

①現在、各課からの人員配置の要望につきまし

て、各所属部長とのヒアリングを行う中で精査

しているところです。各課における事情はそれ

ぞれ異なるため、一律に行革査定を義務化する

ことは難しいと考えます。 

②①と同様に各課における事情は異なること

から一律に基準を設けることは困難であると

考えます。 

 

（３）女性活躍・多様な人材・多様な働き方 

【女性活躍】 

論点・課題等 担当課見解（人事秘書課） 

女性活躍に関する施策や数値目標はあるか。 特定事業主行動計画と各項目における数値目

標を設定しています。 

・技術職の採用試験の女性受験者数を毎年度３

人以上 

・女性管理職の割合を３０％以上 

・平均継続勤務年数の差異を１年以下 

・月に６０時間以上超過勤務を行う職員の割合

を０にする 

地方公共団体における「特定事業主行動計

画」の策定と、計画における女性活躍の推進

状況を公表する義務があるが、本市における

女性管理職（課長級以上）の割合と今後の目

標は。 

女性管理職の割合：28％（R7.4.1時点） 

今後の目標：次期特定事業主行動計画において

設定する予定です。 

女性活躍に資する子育て支援や研修、ワーク

ライフバランスに向けた取組状況は。また、

男性職員の育児参加支援（育休等）の状況

は。 

子育て支援等における各種休暇や休業につい

て、国の改正に伴い市においても改正し、それ

ぞれの家庭の状況に応じた取得について、職員

への周知を行っています。 

なお、男性職員の育児参加支援（育休等）の取

得割合については次のとおりです。 

・出産支援休暇：66.7％（R6年中） 

・育児参加休暇：44.4％（R6年中） 

・育児休業：55.6％（R6年中） 
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【多様な働き方】 

論点・課題等 担当課見解（人事秘書課） 

多様な働き方の具体的な推進方法は。 職員の個々の状況に応じた各種休暇や休業の

活用や時短勤務などにより、仕事と家庭を両立

出来るよう周知しています。 

副業・兼業、テレワーク、フレックスタイム

等に対する市の現状は。 

兼業については、それぞれの事案ごとに職務能

率の確保や利害関係の有無、品位を損ねるおそ

れがないこと等を確認のうえ許可している状

況です。 

テレワークについては、令和３年度から制度を

開始しており、主に小学生以下の子を養育する

場合や、感染症の予防及び拡大防止等の事由に

より利用されています。 

また、フレックスタイムについては、育児又は

介護を行う職員の早出遅出勤務や、コロナ禍に

おいて通勤の混雑を回避するために実施した

ところです。 

 

【多様な人材】 

論点・課題等 担当課見解（人事秘書課） 

市が考える多様な人材（人財）像は。また、

その推進方法は。 

様々な経験を積む中で、多様な視点から物事を

考えることが出来る職員であり、業務や業務以

外での経験や、各種研修の受講等により自律的

にスキルアップに努める職員であると考えま

す。そのため市におきましては人事異動による

定期的な異動や研修計画による様々な研修の

実施に努めています。 

障がい者や氷河期世代、国籍などのダイバー

シティ採用の現状は。 

障がい者雇用については、毎年度採用試験を実

施しており、令和 6年度には 1名を採用してい

ます。また、氷河期世代の採用については、令

和 6年度に保育士や保健師を対象に試験を実施

しており、6名を採用しています。 

また、多彩枠として SPI3を実施し、公務員試験

対策を行っていない方も受験していただける

よう多様な人材の確保に努めています。 

 

  



4 

 

【多様な業務への対応】 

論点・課題等 担当課見解（人事秘書課） 

若手職員におけるジョブローテーションやゼ

ネラリスト育成のための部署異動の考えは。 

定期人事異動においては、通常３年から５年程

度で異動を行っており、様々な部署で経験を積

む中で広い視野を持った職員の育成に努めて

います。 

 

（４）その他、実現戦略に関する事項 

【仕事の深さのルール化】 

論点・課題等 担当課見解（人事秘書課） 

日本型雇用では、担当業務担当業務は決まっ

ていても、欧米と異なり「深さ」が決まって

いないため、無謬問題も相まって際限なく深

く仕事に取り組まざるを得ない。このままで

は生成ＡＩを活用等しても業務は効率化しな

いため、上司と部下は仕事の深さについて議

論し、ルール化しておく必要があるのではな

いか。 

業務の「深さ」については、業務ごとに異なる

ため、ルール化については各種業務の担当部署

において設定することとなります。設定したル

ールについては担当者が変わるたびに引継ぎ

を行い、状況が変わったり簡素化できる部分に

ついては、常に見直しを検討する必要があると

考えます。 

 

【能力の向上に向けた施策】 

論点・課題等 担当課見解（①デジタル推進課、②人事秘書課） 

①デジタル推進課が取り組んでいる職員の成

長施策は。 

自治体 DX 推進のためにも職員のデジタルリテ

ラシーの底上げが不可欠と考えており、これま

でより情報セキュリティー研修の実施をはじ

め、民間 IT 企業従事経験のある外部人材を情

報システム専門員として雇用し、専門的な知見

に基づく各種支援を行っていただくなど、職員

の成長施策に取り組んできたところです。 

 

②定年延長と相まって、管理・監督職の更な

るスキルアップ及びリーダーシップの発揮が

急務と考えるが、どのような教育訓練・研修

等を実施しているのか。（人事秘書課） 

京都府市町村振興協会が実施する、経験年数や

役職段階に応じた研修等を受講することで更

なるスキルアップ等に努めています。 

 

【設定指標】 

論点・課題等 担当課見解（人事秘書課） 

設定指標における３項目すべてがＢ評価であ

り、目標未達成となっているが、その要因と

改善策は。 

要因は様々であると考えますが、所属ごとのス

トレスチェック集団分析結果については、各所

属長に共有し、活用研修を実施することで職場

環境の改善に努めています。 

なお、人件費については物価上昇に伴う給料の
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上昇の影響により、決算額に占める割合は大き

くなっている状況です。今後、定員適正化計画

により、適正な人材確保により、より良い職場

環境の醸成や、人材育成に努めます。 

指標①「仕事の量的負担にストレスを感じて

いる職員」と指標③「仕事に働きがいを感じ

ている職員の割合」について、より実現戦略

の目的に合った成果指標へ変更すべきではな

いか。 

より良い指標がありましたら、今後、指標の変

更を検討したいと考えます。 

 

追加資料 
①第４次木津川市定員適正化計画 

②各指標の実績・内訳、決算額に占める総人件費の割合 

 



第４次木津川市定員適正化計画

令和６年６月

木津川市

実現戦略10　追加資料①
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１．はじめに

平成１９年３月１２日に合併により誕生した木津川市においては、合併の効果を最

大限に発揮するため、合併協議会において普通会計職員数の目標数値を類似団体別職

員数の１割減である４３２人と定められましたが、平成２０年４月１日にはすでに４

２９人となり、合併から１年で目標を達成しました。

第１次「木津川市定員適正化計画」では、引き続き類似団体別職員数の１割減を目

標とする計画を策定し、水準の高い市民サービスを提供するため、定員管理に取り組

んできました。

また、第２次「木津川市定員適正化計画」では、人口の増加や多様化する行政需要

などに対応していく必要があるとしながらも、効率的な組織の見直し、民間活力の活

用や義務化となった再任用制度を活用することにより、計画当初の職員数を維持して

いくことに取り組みました。

また、第３次「木津川市定員適正化計画」では、行財政改革による行政の簡素化・

合理化や事務の効率化、民間活力の活用等を図りながら、長期的な組織運営に必要な

人材の計画的な確保や、職員体制の確立を目指し、最少の経費で最大の行政効果が発

揮できるよう、総職員数の削減に取り組みました。

今後においても行政を取り巻く情勢は、さらなる厳しい状況が予想される中で、本

市においても複雑多様化する行政需要に的確に対応し、より効果的な行政運営を行う

とともに、国が目指す「働き方改革」による「時間外労働の縮減」や「ワークライフ

バランス」等を推進していくため、将来の職員数の目標数値を定めた第４次「木津川

市定員適正化計画」を策定し、定員管理の適正化に取り組むこととします。
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２．これまでの定員管理の状況

平成３１年４月１日から令和５年４月１日までの５年間の定員適正化計画と定員適

正化の取り組みは以下のとおりとなっています。

［表１］部門別職員数の推移 （単位：人）

※職員数は毎年４月１日現在の数値です。

※地方公共団体定員管理調査から作成しており、教育長を除きます。

※普通会計とは、一般行政（議会・総務・税務・民生・衛生・労働・農林水産・商工・土木）及び特別行政（教育）の

各部門の総称です。

※公営企業等会計とは、水道、下水道、その他（国保事業、介護保険事業、その他）の各部門の総称です。

区 分 Ｈ３１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 増減数

普

通

会

計

一般行政 360 365 361 358 351

対前年比 △ 1 5 △ 4 △ 3 △ 7 △ 10

特別行政 64 69 66 62 60

対前年比 1 5 △ 3 △ 4 △ 2 △ 3

小 計 424 434 427 420 411

対前年比 ― 10 △ 7 △ 7 △ 9 △ 13

公営企業等会計 66 66 64 63 60

対前年比 △ 1 0 △ 2 △ 1 △ 3 △ 7

合 計 490 500 491 483 471

対前年比 △ 1 10 △ 9 △ 8 △ 12 △ 20

派遣職員数 ― 12 13 13 15 －

定員管理実績値 490 488 478 470 456 △ 35

定員適正化計画

による目標人数
490 480 470 460 450 △ 41

実績値との比較 0 8 8 10 6 6
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［表２］年度別採用者数及び退職者数 （単位：人）

※退職者数は前年度中の退職者数です。

※出向者は令和 2年度の計画から人数に含まないこととしています。

以上のように、人口の増加、複雑高度化・多様化していく行政需要に加えて、国家公

務員の総人件費削減や会計年度任用職員制度、定年延長といった公務員制度改革などを

踏まえ、最少の経費で最大の行政効果が発揮できるよう計画期間の５年間で総職員数を

４１名削減するという目標を掲げ、行財政改革による行政の簡素化・合理化や事務の効

率化に取り組み、最終年度では計画値には至らなかったものの、合計３５名の削減を行

いました。

なお、５年間の計画期間における職員数と人口の比較は、次表のとおりです。

［表３］年別職員数と人口の比較 （単位：人）

※職員数は毎年４月１日現在の数値です。

※住民基本台帳人口は毎年１月１日現在の数値です。

区 分 Ｈ３１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 合 計

採用者数 25 37 21 24 19 126

定年の退職者数 9 17 11 11 18 66

早期等の退職者数 17 10 19 21 13 80

出向者増減 ― 12 1 0 2 15

差引 △ 1 △ 2 △ 10 △ 8 △ 14 △ 35

区 分 Ｈ３１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５

職員数 490 488 478 470 456

住民基本台帳人口 77,188 78,223 79,038 79,708 80,109

人口千人あたり職員数 6.35 6.24 6.05 5.90 5.69
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３．現在の職員数の状況及び課題

○類似団体別職員数との比較

本市の職員数を類似団体別（人口及び産業構造により全国の市町村をグループに分

類したもの。）の職員数と比較すると、次のような状況となっています。

各団体の地域特性や重点的に取組む施策が異なるため、単純に比較することはできま

せんが、本市の傾向を把握するための有効な資料となります。

※総務省の定員管理診断表により分析した数値です。

※類似団体別職員数は、本市の属する類型（市Ⅱ－３）の普通会計部門の職員数の人口１万人

当たりの平均値を指標に算出されます。なお、市区町村により実施している事業にばらつきがあ

る公営企業等会計部門は除いています。

※本市の属する類型 「市Ⅱ－３」 ： 人口５万人以上１０万人未満、産業構造Ⅱ次・Ⅲ次９０％

以上かつⅢ次６５％以上（令和４年４月１日現在、全国で１１２市）

［表４－１］単純値での類似団体別比較（令和４年４月１日現在） （単位：人）

※職員が配置されていない部門を考慮することなく集計して、平均値を算出しています。「単純値」は、普通会計、

一般行政部門、総務、衛生といった大部門以上の定員管理の大まかな状況を把握する場合に適しています。

部 門
木津川市 類似団体 超過数 超過率

Ａ Ｂ Ｃ＝Ａ－Ｂ Ｃ／Ａ×100

一般行政 議 会 4 6 △ 2 △ 50.0％

総 務 83 121 △ 38 △ 45.8％

税 務 28 33 △ 5 △ 17.9％

民 生 165 125 40 24.2％

衛 生 11 47 △ 36 △ 327.3％

労 働 0 1 △ 1 ―

農林水産 11 15 △ 4 △ 36.4％

商 工 5 11 △ 6 △ 120.0％

土 木 51 49 2 3.9％

小 計 358 408 △ 50 △ 14.0％

特別行政 教 育 62 69 △ 7 △ 11.3％

小 計 62 69 △ 7 △ 11.3％

普通会計 合 計 420 477 △ 57 △ 13.6％
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［表４－２］修正値での類似団体別比較（令和４年４月１日現在） （単位：人）

部 門
木津川市

Ａ

類似団体

Ｂ

超過数

Ｃ＝Ａ－Ｂ

超過率

Ｃ／Ａ×100

議 会 議 会 4 6 △ 2 △ 50.0％

総 務

総務一般

総務一般 44 50 △ 6 △ 13.6％

会計出納 5 6 △ 1 △ 20.0％

管 財 2 6 △ 4 △ 200.0％

行政委員会 3 5 △ 2 △ 66.7％

企画開発 7 12 △ 5 △ 71.4％

住民関連

防 災 6 7 △ 1 △ 16.7％

広報広聴 2 4 △ 2 △ 100.0％

戸籍等窓口 14 17 △ 3 △ 21.4％

税 務 税 務 28 33 △ 5 △ 17.9％

民 生 民 生

民生一般 11 17 △ 6 △ 54.5％

福祉事務所 59 47 12 20.3％

児童相談所等 4 5 △ 1 △ 25.0％

保 育 所 80 60 20 25.0％

その他の社会福祉施設 10 9 1 10.0％

各種年金保険関係 1 3 △ 2 △ 200.0％

衛 生

衛 生 衛生一般 3 13 △ 10 △ 333.3％

公 害 1 3 △ 2 △ 200.0％

清 掃 清掃一般 4 7 △ 3 △ 75.0％

環境保全 3 4 △ 1 △ 33.3％

農林水産
農 業 農業一般 9 13 △ 4 △ 44.4％

林 業 林業一般 2 3 △ 1 △ 50.0％

商 工
商 工 商工一般 2 7 △ 5 △ 250.0％

観 光 3 6 △ 3 △ 100.0％

土 木

土 木
土木一般 28 21 7 25.0％

用地買収 3 3 0 0.0％

建 築 10 10 0 0.0％

都市計画
都市計画一般 9 13 △ 4 △ 44.4％

都市公園 1 4 △ 3 △ 300.0％

教 育

教育一般 教育一般 23 23 0 △ 0.0％

社会教育

社会教育一般 5 8 △ 3 △ 60.0％

文化財保護 4 5 △ 1 △ 25.0％

公 民 館 1 6 △ 5 △ 500.0％

その他の社会教育施設 6 8 △ 2 △ 33.3％

保健体育
保健体育一般 4 5 △ 1 △ 25.0％

給食センター 3 5 △ 2 △ 66.7％

その他の学校教育 幼 稚 園 16 20 △ 4 △ 25.0％

普通会計 合計 420 474 △ 54 △ 12.9％
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※団体によっては、清掃業務を民間委託している場合や消防業務を一部事務組合等の所管としている場合など、

職員が配置されていない場合があり、中・小部門に職員を配置している類似の団体よりも職員数が少なく算出さ

れることになります。このため、各部門に実際に職員を配置している団体のみを対象にして平均値を算出してい

ます。「修正値」は、大部門よりも細かい中部門及び小部門の職員数を比較する場合に適しています。

普通会計部門における単純値での比較では、本市の職員数は類似団体別職員数よりも

５７人下回っており、修正値での比較でも、類似団体別職員数よりも５４人下回ってい

る状況です。

なお、単純値の比較では、民生部門及び土木部門が類似団体別職員数を上回っていま

す。これは、子育て支援に重点を置き、多様化する保育ニーズに対応するための保育士

の配置や、学研地区や既成市街地の開発に伴う公共公益施設の整備や維持管理、さらに

は老朽化する公共施設・インフラ資産の長寿命化に対応するための職員配置がその主な

要因となっています。

［表５］京都府内の同じ類型（市Ⅱ－３）団体との比較 （単位：人）

※各団体の地域特性や重点的に取り組む施策が異なるため、単純に比較することはできませんが、

本市の傾向を把握するための有効な資料となります。

本市の人口千人あたりの普通会計職員数は５．２７人で、府内の類似団体と比較し

ても、人口千人あたり職員数は一番少ない状況です。また、全国の類似団体の平均

６．４９人より少なく、類似団体１１２団体中２０位であり、他団体と比較して少な

い状況です。

なお、本市は消防業務を一部事務組合の所管としているなど、各団体のおかれてい

る地域特性、社会状況や重点施策が異なるため、画一的に職員数の比較は困難ではあ

るものの、定員適正化においては一定の指標となるものであると考えます。

団体名
普通会計部門の職員数

（令和４年４月１日現在）

住民基本台帳人口

（令和４年１月１日現在）

人口千人あたり

職員数

木津川市 420 79,707 5.27

向日市 349 57,116 6.11

城陽市 465 75,274 6.18

長岡京市 506 81,169 6.23

亀岡市 550 87,518 6.28

舞鶴市 629 79,499 7.91

八幡市 555 69,952 7.93

京田辺市 622 70,848 8.78

全国類似団体平均 6.49
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○各部門別比較結果及び課題

本市では、これまでの人口が増加する中において行財政改革による行政の簡素化・

合理化や事務の効率化、民間活力の活用等を図りながら、また類似団体を大きく下回

る職員数に抑制しながら行政運営を行ってきており、各部門別職員数の比較結果等に

ついては次のとおりとなっています。

・議会、総務、税務部門

類似団体別職員数よりも下回っている状況であり、今後も職員の適正配置と能力

開発を図ります。

・民生部門

民生部門については、類似団体別職員数よりも上回っている状況です。特に公立

保育園については少子化が進む社会で、学研地区においては共働きによる若年夫婦

世帯の転入による子どもの人口が増加する本市特有の現状と多様化する保育ニー

ズに適切かつ柔軟に対応することが求められており、「保育所民営化等実施計画」

に基づき、民間との協働において、市の責任を果たしつつ、職員の適正配置と能力

開発を図ります。

・衛生、農林水産、商工部門

類似団体別職員数よりも下回っている状況です。特に、衛生部門においては、ご

み処理施設を一部事務組合の所管としていること、また、ごみ収集業務等の民間委

託を行っているため、類似団体より大きく下回っています。

・土木部門

学研地区の開発や既成市街地の開発に伴う公共公益施設の整備及び維持管理、さ

らには老朽化する公共施設・インフラ資産の長寿命化に対応するため、土木建築事

務の集約を行った結果、類似団体別職員数と同等の状況となっています。これから

も調和のとれたまちづくりを推進していくため職員の適正配置と能力開発を図り

ます。

・教育部門

類似団体別職員数よりも下回っている状況です。これは給食センター業務の民間

委託や、社会教育施設の指定管理などによるものです。また、学研地区における若

年夫婦世帯の転入に伴う子どもの増加等により、今後においても教育環境の充実が

必要となっているため職員の適正配置と能力開発を図ります。
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○年齢別職員構成の状況について

年齢別職員構成の状況は次表のとおりとなっています。今後についても退職者数の増

加が見込まれる状況です。

そこで、令和５年度から施行された定年延長制度や再任用制度等の活用により、培わ

れてきた多様な専門的知識や経験を若い世代に伝承するなど有効に活用し、業務の効率

化、行政サービスの維持・向上等を図っていくとともに、将来を見据え、組織力が低下

することのないよう、職員の年齢構成の平準化を図るなど計画的な人材確保が必要とな

ります。
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４．定員適正化の基本的な考え方

本市においては、急速に変化する現在の社会情勢下にあっても、また、将来の人口

減少時代の到来による生産年齢人口の減少にあっても、持続可能で最適化された行政

運営を行うためには、スマート自治体への転換によるなど行政運営のムリ・ムダ・ム

ラの解消による効率化を図りつつ、これからの木津川市を担う人材を確保し、育成す

ることが必要です。

また、国の働き方改革の推進、ワークライフバランスの実現、定年延長など公務員

制度改革にも適切に対応することが求められています。

こうした中にあって、合併前の採用抑制や、合併後は類似団体を大きく下回る職員

数での行政運営に努めてきたことで、３０代後半から４０歳前半が極端に少ないとい

った年齢構成の課題等があり、将来、組織力の低下が懸念されることから、将来を見

据え、長期的な視点に立ち計画的に人材を確保し育成することで、持続可能で最適化

された職員体制の確立を目指すこととします。

（１）計画期間

令和６年４月１日から令和１０年４月１日までの５年間とします。

（２）対象職員

一般職の常勤の職員（暫定再任用常時勤務職員及び他団体等からの派遣受入職員を

含み、他団体等への派遣職員を除く。）を対象職員とします。

（３）目標数値

本計画期間の５年間においては、令和４年４月１日現在の本市の類似団体別職員数

（修正値）４７４人の１割減である４２７人と普通会計職員数が同数であった令和３

年４月１日の総職員数４７８人をベースとし、その数値を上回ることが無いよう、退

職等の減員数に関わらず毎年３０人の一定数の増員を行うことで職員の年齢構成の

平準化を図るとともに、「働き方改革」の推進を図ることとします。

以上のことから、令和１０年４月１日時点での総職員数４７６人（２０名、４．４％

の増加）を本計画の目標数値とし、定員の適正化に努めることとします。

なお、定員適正化計画の対象とならない再任用短時間勤務職員や、会計年度任用職

員といった多様な任用形態や、民間活力も有効に活用しつつ、総定員数の最適化と総

人件費の抑制に努めることとします。
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［表６］年次別目標数値 （単位：人）

※職員数は、各年４月１日現在の数値です。

※一般職の減員は、定年退職者数及び普通退職者等の見込数としています。

※暫定再任用（常時勤務職員）の増員は、定年退職者及び定年前再任用終了職員の約５割を見込んでいます。

減員は、暫定再任用が終了する年度末での退職者数を見込んでいます。

（４）主な適正化手法

①職員の成長と活躍を支える組織体制の構築と人員配置の最適化

今後、更に限られた職員数で最大の行政サービスを提供することが求められる中

にあって、管理・監督職等が職員の成長を支え、それぞれが持つ能力を最大限に発

揮しながら活躍できる組織体制へと変革することで、組織力の強化を図ります。そ

して業務改革によってムリ・ムダ・ムラのない生産性の高い組織体制を構築し、重

点施策の推進や業務に見合った形で、定年延長制度や会計年度任用職員制度を有効

かつ適正に運用するなかで、定員管理を最適化し適材適所へバランスよく配置する

とともに、女性活躍・多様な人材（人財）・多様な働き方を推進しつつ、限られた職

員数であっても、持続可能で質の高い市民サービスの提供へとつなげていきます。

②新たな視点による行政運営マネジメントシステムへの転換

限られた経営資源を選択と集中によって適正に配分するため、新たな視点による

マネジメントを検討し、本市にとって最適な仕組みを目指します。また、これにあ

わせて、総合計画実施計画と事務事業評価の一体化や、執行目標制度の見直しに向

けた検討を行うなど、これからの時代にあった行政運営マネジメントへの転換を目

指します。

区分 R6 年 R7 年 R8 年 R9 年 R10 年 増減計

一般職

減 員 29 26 16 28 17

34
増 員 30 30 30 30 30

差 引 １ 4 14 2 13

小計（職員数） 431 435 449 451 464

暫定再任用

（常時勤務職員）

減 員 14 4 0 3 5

△14
増 員 1 4 0 7 0

差 引 △13 0 0 4 △5

小計（職員数） 13 13 13 17 12

総職員数（目標数値） 444 448 462 468 476 20
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③まちづくりの原動力となる職員の育成・確保

木津川市人材育成基本計画（平成２５年１１月７日策定）に掲げる本市が求める

職員像実現へのアプローチとして、職員研修計画に基づく階層別・年代別などの職

員研修の充実と、参加しやすい環境の整備や、人事評価制度の適正な運用による評

価結果を任用、給与、分限その他人事管理に十分に活用することを通じた人材（人

財）育成制度への見直しの検討、さらには、職員自身のキャリアデザインに着目し

た人材（人財）育成や、女性職員が活躍するための特定事業主行動計画に基づく計

画的な人材（人財）育成に取り組みます。

④自治体ＤＸの推進

情報システムの標準化により、低廉な経費で高い水準の運用が実現できるよう

取り組むとともに、マイナンバーカードの普及及び行政手続きのオンライン化に

より住民の利便性の向上を図ります。

また、職員のＩＴ能力の向上を図りつつ、様々なデジタル技術を活用した行政

事務のスマート化を進め、職員の負担軽減と業務の効率化を進めます。

・情報システムの標準化

・行政手続のオンライン化

・職員ＩＴ研修の充実

⑤女性活躍・多様な人材（人財）・多様な働き方の推進

誰もが生きがいを感じ、その能力を発揮しながら多様な人材（人財）が活躍でき

る組織づくりに取り組むため、女性職員の活躍に向けた取組みを推進すると同時に、

介護など家庭的な事情により時間的な制約を抱えて働く職員や、障害や病気の治療

など一定配慮が必要な職員についても、テレワーク制度の利用を促進するほか、デ

ジタル技術の活用等を通じて、職員一人ひとりの生産性向上及び職場風土の刷新を

図りつつ、時間外労働の削減、休暇取得率と男性職員の育児休業取得率の向上、更

に障害者雇用促進法の下、障害者法定雇用率の向上、６５歳定年延長制度の適正運

用などに取り組みます。

⑥予算編成マネジメントの強化

より市民に近く市民ニーズを的確に把握できる各担当部局、担当課、職員がこれ

まで以上に予算に対する説明責任を果たしながら、限られた財源を真に必要な事業

に集中し配分できるよう、包括予算制度の導入を検討するなど部局における予算編

成マネジメントの強化と、職員一人ひとりのコスト意識及び改革意識の醸成を図る

ことで、予算編成の中で、自律的に財源の確保と事務事業の見直しが行われＰＤＣ

Ａサイクルが機能する仕組みづくりに取り組みます。
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（５）計画の見直し

新たな行政需要や組織機構改革、事務事業の見直し、人口や財政状況等の変化に

伴い随時必要な見直しを行うこととします。

≪参考≫これまでの定員適正化計画

・第１次木津川市定員適正化計画（平成２０年１０月策定）

計画期間：平成２１年度から平成２５年度までの５年間

・第２次木津川市定員適正化計画（平成２６年６月策定）

計画期間：平成２６年４月１日から平成３０年４月１日までの５年間

・第３次木津川市定員適正化計画（令和元年８月策定）

計画期間：平成３１年４月１日から令和５年４月１日までの５年間



【実現戦略⑩　職員の成長と活躍を支える組織体制の構築と人員配置の最適化】

◆各指標の実績・内訳等について
指標 指標① 指標③ 指標

区分

仕事の量的負担
にストレスを感
じている職員
（偏差値）

仕事に働きがい
を感じている職
員の割合
（％）

区分

全体 53 78.5 歳出総額 34,209,603 千円

全体・男性 52 68.4 総人件費 5,636,345 千円

全体・女性 54 82.2 割合 16.5 %
男性・20代 49 78.6 ※令和6年度一般会計決算より
男性・30代 52 69.4 
男性・40代 47 74.4 
男性・50代 50 60.0 

男性・60代以上 58 69.4 
女性・20代 53 77.6 
女性・30代 53 71.6 
女性・40代 53 85.7 
女性・50代 53 83.0 

女性・60代以上 57 87.5 
※いずれも数値が高い方が良い状態
※令和6年度実施のストレスチェック結果より

指標②

令和６年度の決算額
に占める総人件費の
割合

実現戦略10　追加資料②
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令和７年度外部評価 論点整理 

項目名：実現戦略１１「部局横断による課題解決力と対応力の強化」 

（担当課：危機管理課、学研企画課） 

論  点 

（１）部局横断による組織体制の構築 

（２）個別避難計画作成プロジェクトチーム 

（３）業務継続性の確保 

（４）その他、実現戦略に関する事項 

 

（１）部局横断による組織体制の構築 

【課題の認識】 

論点・課題等 担当課見解（学研企画課） 

災害対応以外に部局横断により取り組むべき

課題は認識しているのか。すでに取り組みが

ある場合はどういったものか。 

災害対応以外にも、少子高齢化、地域コミュニ

ティの維持、デジタル化の推進、脱炭素社会の

実現、福祉・教育・産業の連携による地域活性

化など、個別の部局だけでは対応が困難な課題

であると認識しています。 

現在、バイパス整備と連動したまちづくり・渋

滞対策及び個別避難計画に係るプロジェクトチ

ームを設置し、関係部局が連携して課題解決を

進める取組を行っています。 

今後予定している部局横断型プロジェクトは

あるか。 

現在、３つのプロジェクトチームが設置され

ていることを踏まえ、新たなプロジェクトチ

ーム設置予定は今のところありません。 

 

【組織体制の構築に係る協議】 

論点・課題等 担当課見解（学研企画課） 

プロジェクトチームの設置を協議するための

部局横断型の会議体等はあるのか。 

プロジェクトチームの設置を協議するための

会議体はありません。 

 

【前提の転換】 

論点・課題等 担当課見解（学研企画課） 

社会の多様化等の影響で、従来からの縦型組

織だけで新しい地域課題に対応することは難

しくなっていると考える。新しい地域課題へ

の対応は部局横断の横型組織（プロジェクト

チーム）で対応する必要があるが、市の考え

は。 

少子高齢化の進行や地域コミュニティの変化、

デジタル化や環境問題など、近年の地域課題は

複雑化・多様化しており、現行の組織体制では

十分な対応ができない場合も想定されます。 

現在も個別の課題に応じてプロジェクトチー

ムやワーキンググループを設置し、関係部局が
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連携して課題解決に取組んでいます。今後も、

職員が部局の枠にとらわれず柔軟に対応でき

る体制づくりを推進します。 

必要に応じて、特別職・部長級が委員となる会

議を設けています。 

 

【仮想的な横型組織】 

論点・課題等 担当課見解（学研企画課） 

地域課題に行政だけで対応する時代ではなく

なっているため、地域の方々、企業等と一緒

に対応していく必要があると考える。組織体

が異なる場合、勤務場所や勤務時間等の問題

が発生することから、ＬＩＮＥやＴＥＡＭＳ

等のＳＮＳを活用した仮想的なＰＴで取り組

む必要があるが、市の考えは。また、市職員

で部局横断型プロジェクトチームを構築する

際にも、仮想的なＰＴでの取り組みを行う考

えはあるか。 

地域課題の解決にあたっては行政のみならず、

地域住民や企業・各種団体など多様な主体との

協働や連携が必要であると認識しています。 

一方で、本市においては、庁内外の会議や説明

会、第三者委員会等において、すでにＴＥＡＭ

Ｓ等のオンラインツールを活用しており、必要

に応じて遠隔での意見交換や情報共有を行っ

ているところです。 

また、本市の若者会議はメンバーがＬＩＮＥグ

ループでつながっており、対面の場以外でも意

見交換を行っています。 

今後も各種オンラインツールを有効に活用し

ながら、柔軟かつ効率的な連携・協働の在り方

について検討を進めます。 

 

【検討点について】 

論点・課題等 担当課見解（学研企画課） 

プロジェクトチームを編成する際には、リー

ダーの市長指名や若手の登用、リーダーによ

るメンバーの指名、既存業務への優越につい

ても検討されたい。 

プロジェクトチームの編成にあたっては、取組

の目的や課題の性質に応じて、リーダー等を配

置しています。 

通常業務との適切なバランスを保つことが必

要です。 

プロジェクトチームの在り方は目的達成に向

け最適な体制づくりが求められることから、例

えば希望者による立候補制なども１つと考え

ています。 
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（２）個別避難計画作成プロジェクトチーム 

【発足理由・経過】 

論点・課題等 担当課見解（社会福祉課） 

個別避難計画作成プロジェクトチームの発足

理由やその経過は。 

個別避難計画については、令和３年５月に災害

対策基本法が改正されたことに伴い、市町村で

地域防災計画の定めるところにより個別避難

計画の作成について努力義務化されています。 

本市では、令和４年７月から月に１回程度、複

数課（危機管理課、社会福祉課、高齢介護課、

健康推進課）による計画策定に係る協議を行っ

てきたところですが、対象者が複数の部署にま

たがること、また、限られた期間内で解決する

ため、令和６年１０月にプロジェクトチームを

発足したところです。 

 

【目的・構成員】 

論点・課題等 担当課見解（①社会福祉課、②学研企画課） 

①部局横断による個別避難計画作成プロジェ

クトチームはどのようなスキルを持ち合わせ

たチームなのか。また、緊急性の高い特定の

問題を解決する為に、短期間、編成されるこ

とが多いとされているワーキングチームの構

成員は。 

②更に、近年ワーキングチームを編成した事

例はあるか。 

①追加資料①「個別避難計画作成プロジェクト

チーム」のとおり構成しています。 

 

②ワーキングチームについては、各部局におい

て必要に応じて設置しているものと認識して

います。 

なお、学研企画課では「第２次木津川市総合計

画後期基本計画」の策定時において、「木津川市

総合計画庁内ワーキングチーム」を設置し、総

合計画の効果検証・後期基本計画の検討等を実

施しました。 

 

 

（３）業務継続性の確保 

【防災力の向上】 

論点・課題等 担当課見解（危機管理課） 

防災力を図るための具体的なソフト面とし

て、各種訓練の実施が挙げられているが、ハ

ード面（建物の耐震性や耐火性、土砂災害に

対する斜面のコンクリート補強など）の対応

と課題は。 

防災力強化のハード整備については、庁内各担

当課が取り組みを進めています。 

内容については、以下のとおりです。 

 

【建設課】 

 過去、木津川増水に伴う樋門の閉門における

内水被害を被ってきた小川・反田川流域の防災

対策の強化、再度災害の軽減及び、治水対策と
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して小川内水排除施設の排水能力増強と内垣

外内水排除施設を新築しました。 

 また、本流域の内水氾濫リスクマップを作成

し、自助、共助、公助に資するよう、公表しま

した。 

 今後、その他木津川支流域における浸水被害

が予想される箇所へ排水機場及び河川整備に

係る財源の確保や、国、府などの関係機関に積

極的な支援を強く求めていくことが重要です。 

 

【まちづくり事業推進室】 

 急傾斜地崩壊対策事業については、京都府の

事業として平成１８年度から木津川市加茂町

大野地区で土砂災害による被害防止・軽減を図

るため実施しています。 

 大野地区は、土砂災害警戒区域（急傾斜地）

に指定され、区域内には、人家２８戸、区集会

所、市道があります。 

 令和７年度の事業内容は擁壁工・法枠工を延

長５６０ｍ実施し、事業費９千万円のうち本市

は負担金４５０万円（負担率：事業費の５％）

を計上、本事業は、令和８年度で事業完了を予

定しています。 

 

【都市計画課】 

 耐震改修補助制度については、ホームページ

や広報誌、ＳＮＳ、チラシの戸別配布を通じて

広く周知しています。 

 木造住宅耐震診断の結果、予想以上の耐震改

修工事費用が発生し、そのために改修工事を行

わないケースがあるという課題があります。 

備蓄食料や非常用品の保管、通信手段の確保

等の現状と課題は。 

令和７年５月に、京都府防災会議において示さ

れた公的備蓄の考え方に基づき、優先順位を定

めて整備を進める予定です。 

備蓄品の保管は、備蓄拠点４か所のほか、市内

小中学校などに分散して保管しています。 

災害時の通信手段の確保については、平成２８

年度から運用を開始した防災行政無線をはじ

め、市公式ＬＩＮＥ、防災情報メール、電話、

ＦＡＸなどの情報伝達手段を確保するととも

に、地域長や自主防災会と災害時情報伝達の訓
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練を実施し、非常時のホットラインを確立して

います。 

 

【防災教育】 

論点・課題等 担当課見解（危機管理課） 

保育施設、教育施設における防災教育の具体

的な内容は。 

保育施設・教育施設の防災教育については、庁

内各担当課が取り組みを進めています。 

内容については、次のとおりです。 

 

【保育幼稚園課】 

 保育園及び幼稚園の防災教育については、毎

月の一斉避難訓練の実施のほか、消防車や救急

車の見学を通して火災や救急活動を知り、消防

士により防災の話を聞いています。 

 また、各年齢児に見合った火災や地震等につ

いての紙芝居や絵本の読み聞かせ、防災のＤＶ

Ｄの視聴などにより、防災の意識向上を図って

います。 

 

【学校教育課】 

 教育施設における防災教育については、毎

年、児童生徒用「防災ハンドブック」を作成し、

９月頃に配布しています。 

 配布対象は、幼稚園の全学年、小学校１年生、

小学校３年生、中学校１年生で、対象の年齢層

によって３種類を作成しています。 

 冊子の内容は、地震、台風、大雨洪水など子

どもたちにも身近な災害で、災害の予兆や発生

時にとるべき行動についてわかりやすい言葉

で説明しています。 

 また、保護者に向けたページもあることか

ら、学校だけではなく、家庭の防災意識を高め

るうえでも役に立つと考えています。 

 

【各学校での取組例】 

〇避難訓練・安全訓練の実施 

・地震・火災・不審者対応・風水害など想定を

変えて定期的に実施 

・シェイクアウト訓練 
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・中学校では、担任だけでなく教科担任による

避難訓練も実施 

 

〇教科等での防災学習 

社会：わたしたちの木津川市の活用、地域の地

形・防災マップ・避難経路・行政の役割等を学

ぶ。 

理科：地震・火山・気象など自然現象のメカニ

ズムを学ぶ。 

公民：防災やまちづくりへの住民参加 

総合的な学習の時間等で災害の歴史や 地域

の特性について学んだり、京都大学防災研究所

や防災センターで校外学習を実施したりして

いる学校もある。 

・防災ポスター・標語等の作成 

・防災マップ・防災ハンドブックの活用 

 

〇地域（ＰＴＡ）連携 

・防災・防犯マップ作成 

・危険個所の周知・確認 

 

〇心の教育 

・道徳：助け合い・生命尊重・共助 

 

〇教職員研修 

・ＡＥＤ、初期消火、不審者対応教職員研修の

実施 

・防災計画・対応マニュアルの作成 

・連絡体制の構築 等 

 

（４）その他、実現戦略に関する事項 

【部局横断に関する財源確保】 

論点・課題等 担当課見解（デジタル推進課） 

部局横断での自治体ＤＸ推進のため、財源確

保が急務と考えるが、補助金支出削減による

財源捻出の視点はあるか。 

補助金においては、令和６年４月に策定した補

助金等交付ガイドラインに基づく審査・検証を

行った上で、必要性が低いものは政策的な判断

により縮減・廃止等を進めていくべきものと考

えています。 

なお、自治体ＤＸの推進は、本市における喫緊

の課題と捉えていますが、その財源については

補助金の見直しに限らず、不断の行財政改革に
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よる全事業の見直し等により創出していくべ

きものと捉えています。 

 

【人材育成】 

論点・課題等 担当課見解（人事秘書課） 

メンバーメンタリング手法（経験を積んだ職

員による対話や助言によって、経験の浅い職

員の主体的で自発的な成長を支援する方法）

による業務改善や業務効率化、若手及び高齢

者職員の能力喚起等の考えはあるか。 

また、一方で、６５歳雇用維持の義務化に伴

い、近年多くの民間企業でリバース・メンタ

リング手法（通常のメンタリングとは真逆

で、最新の ICTスキルや SNSのトレンドなど

を通して、世代間のスキルの差を埋め、組織

全体のデジタル対応力を向上させるなど、若

手が先輩や上司に対し、最新情報の提供やア

ドバイスなどを行う人材育成手法）を取り入

れている。同様の手法を活用し、市における

組織全体のＤＸ化の加速および部局横断での

若手職員のエンゲージメントを高めることも

必要と考えるが、市の見解は？ 

ご提案いただきました手法につきましては、今

後、先進事例などを調査研究していきたいと考

えます。また、当該手法を学ぶことが出来る研

修が京都府市町村振興協会等で実施された場

合は積極的に参加を希望したいと存じます。 

 

追加資料 
①個別避難計画作成プロジェクトチーム 

②総合防災マップ（ハザードマップ） 

 

そ の 他 

・市民の関心度が高い相楽中部消防組合消防本部の新庁舎が４９億円強かけ

て１０月末に完成される予定となっているが、市は市民にとってのメリッ

ト・デメリットの説明責任を十分に図ったか。また、市にとってのメリット・

デメリットをどのように捉えているか。 

 

【担当課見解（危機管理課）】 

 消防新庁舎建設の事業主体は、相楽中部消防組合であり、その説明責任は、

同組合が担います。 

 本市としては、最新の出動準備室や訓練設備を完備すること、緊急消防援助

隊の受入体制の確保や、地域住民の方向けの消火・応急手当などの講習が行う

ことができるほか、指揮隊の創設や、救急隊の専任化などにより、地域の消防

力強化がなされ、市民サービスの向上につながるものと考えています。 

 

・多くのプロジェクトチームを構築すればよいというものではないため、課題

を選択すべきと考える。例えば、大規模災害を想定した危機管理体制であれ
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ば、部局を横断し、リスク管理も必要であることから、トップは副市長、そ

の他は課長や係長クラスで構成し、机上訓練後に実施訓練を行いつつ、警

察、消防、自主防災組織との連携による対応が望ましい。また、国内で大規

模災害が発生した折には、災害救援隊の派遣や人道支援を行うとともに実

践力を身に付けてほしい。 

 

【担当課見解（危機管理課）】 

 本市では、災害時や災害発生の可能性が高い場合に、市長を本部長とした

「災害警戒本部」や「災害対策本部」を設置し、全特別職と全部長及び危機管

理課並びに危機管理課兼務職員、災害の程度によっては、全職員を動員する体

制を構築しています。 

 また、大規模災害の際は、相楽中部消防組合消防本部から連絡調整員の派遣

を受けて、消防組合と被害状況や応急対策に関し、常時連携を図るよう計画し

ています。 

 台風などの接近が予想される際には、災害警戒本部情報共有会議を開催し、

即時に対応できるように準備しています。 

 訓練については、毎年、市防災訓練を実施し、警察、消防、自主防災組織だ

けでなく、地域長、地域住民、市消防団、福祉施設、災害協定を締結した企業

などとも連携した訓練を実施しています。 

 その他の訓練として、机上訓練、受援訓練、情報伝達訓練、避難所開設訓練、

消火訓練なども状況に応じて実施し、有事の際の速やかな被害状況の把握、応

急対策、人命救助、消火活動、避難誘導が構築できる体制づくりに努めていま

す。 

 職員の災害派遣については、直近では、能登半島地震に対して、本市給水車

の派遣や、倒壊建物の家屋調査、避難所の運営などの被災地支援を行っていま

す。 

 また、令和６年度予算において、トイレカーの購入を行い、今年１２月末頃

には、納車を予定しており、本市の災害対策強化だけでなく、他市への災害支

援の準備も進めています。 

 



 実現戦略 11 追加資料① 

個別避難計画作成プロジェクトチーム（令和６年１０月１日現在） 

 

リーダー：健康福祉部長 

サブリーダー：危機管理監、社会福祉課長 

庶務担当課：社会福祉課（福祉総務係） 

事務局：個別避難計画作成対象者に関わる部署の職員 

対象者等 担当部署（構成員） 役職 

ハザードマップで危険な区域に住む

者 
危機管理課  課長補佐 

個別避難計画に関すること（危機管理

課所掌事項を除く。） 

（令和６年４月から施行された組織

規則の事務分掌） 

社会福祉課 

（福祉総務係） 
係長 

身体障害者手帳１級・２級等を所持す

る身体障害者や重度以上と判定され

た知的障害者等 

社会福祉課 

（障がい者福祉係） 
係長 

一人暮らしの高齢者、高齢者のみの世

帯、昼間独居の高齢者 

高齢介護課 

（高齢者福祉係） 
係長 

要介護度３～５の高齢者 高齢介護課 

（介護保険係  介護認

定） 

係長 

難病の方 健康推進課  課長補佐 

ひとり親世帯の児童（小学校まで）、 

３歳までの乳幼児、妊婦 

こども未来課  

（こども家庭支援室） 
係長 

 


